
北海道総合開発委員会条例北海道総合開発委員会条例北海道総合開発委員会条例北海道総合開発委員会条例 昭和２８年１月７日条例第２号

【沿革沿革沿革沿革】平成８年３月３１日条例第５号「第一次改正」 平成１０年７月１日条例第３３号「付属機関の整理等に関する条例第２条による改正」

平成２５年３月２９日条例第１４号「附属機関の設置等に係る関係条例の一部を改正する条例第２条による改正」

北海道総合開発委員会条例をここに公布する。
北海道総合開発委員会条例

（設置）
第１条第１条第１条第１条 北海道の有する豊かな資源を有効に利用し、及び開発して産業を振興するとともに、生活、文
化等に関する施策を推進し、もって道民福祉の向上を図る見地から、北海道に関する総合的な計画を作

成し推進するため、知事の附属機関として、北海道総合開発委員会（以下「委員会」という。）を置く。
全部改正【平成８年条例５号】

（所掌事務）
第２条第２条第２条第２条 委員会は、北海道に関する総合的な計画につき、知事の諮問に応じ審議するほか、必要に応じ
知事に意見を具申するものとする。 一部改正【平成８年条例５号】 一部改正【平成２５年条例第１４号】

（組織）
第３条第３条第３条第３条 委員会は、委員１５人以内で組織する。ただし、特別の事項を調査審議するため必要である場
合は、臨時委員を置くことができる。
２ 委員及び臨時委員は、学識経験者のうちから、知事が委嘱する。
３ 委員の任期は、２年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
４ 知事は、特別の事由があるときは、任期中であっても、委員を解嘱することができる。

５ 臨時委員は、当該事項の調査審議を終了したときは、解嘱されるものとする。
一部改正【平成８年条例５号】 一部改正【平成１０年条例第３３号】

（委員長及び副委員長）
第４条第４条第４条第４条 委員会には、委員長及び副委員長を置く。
２ 委員長及び副委員長は、委員が互選した者を持って充てる。

３ 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
（顧問及び参与）
第５条第５条第５条第５条 委員会に顧問及び参与を置くことができる。
２ 顧問及び参与は、知事が委嘱する。

３ 顧問及び参与は、会務に参画する。
（専門部会）
第６条第６条第６条第６条 委員会に委員会の決定により専門部会を置くことができる。
（知事への委任）
第７条第７条第７条第７条 この条例で定めるものの外、必要な事項は、知事が定める。

附則

１ この条例は、公布の日から施行し、昭和２７年９月１日から適用する。
２ この条例施行の際、北海道総合開発委員会規程（昭和２５年北海道告示第３０３号）による委員会
の委員その他の構成員たる者は、引き続きこの条例の規定による委員会の委員その他の構成員の職に
あるものとし、その任期は、任命又は委嘱の日から起算する。

附則（平成８年３月３１日条例第５号）

【北海道総合開発委員会条例の一部を改正する条例の附則】
この条例は、平成８年４月１日から施行する。

附則（平成１０年７月１日条例第３３号抄）
【付属機関の整理等に関する条例の附則】

１ この条例は、公布の日から施行する。

２ この条例による改正前のそれぞれの条例等の規定により定められた付属機関の委員の数について
は、この条例の施行後初めて委員の任期の満了による新たな委員の任命又は委嘱が行われる日の前日
までは、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則（平成２５年３月２９日条例第１４号）
【付属機関の設置等に係る関係条例の一部を改正する条例の附則】

この条例は、公布の日から施行する。


